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一類感染症に係る検体及び患者等の搬送への協力について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第11

4号。以下「感染症法」という ）第６条第２項に規定する一類感染症以下「一。

」 。） 、 、類感染症 という に係る検体及び患者の搬送への協力については これまで

「一類感染症に係る検体及び患者等の搬送への協力について」(令和２年４月９

日付け、地域第７号）より運用してきたところ、引き続き、下記のとおり協力さ

れたい。

なお、旧通達は廃止する。

記

１ 協力の趣旨

一類感染症の患者又は同感染症の疑いがある者（以下「患者等」という ）。

が発見された場合で、検疫所又は保健所（以下「検疫所等」という ）におい。

て、患者等から採取した検体又は患者等を緊急に搬送する必要が生じた場合、

警察は検疫所等からの協力要請を受け警察法第２条第１項に規定する個人の生

命、身体の保護及び公共の安全と秩序の維持の一環として搬送に協力するもの

である。

２ 協力方法

(1) 搬送の要請は、検疫所等から110番通報によりなされることから、要請を

受理した通信指令課では、搬送元や搬送先の所在地、航空機や列車を利用す

る場合はその便名等を確認し、関係する警察署、鉄道警察隊に必要な連絡手

配を行うこと。

またこの際、各種混乱に伴う不測の事態について的確に対処できるよう、

直ちに地域課を通じ警備第二課にも連絡の上、必要な調整を行うこと。

(2) 警ら用無線自動車が事件・事故等の処理中で要請に応じることができない

場合は、道路交通法第39条第１項に規定する緊急自動車として走行が可能な

他の警察用自動車を使用すること。

(3) 新幹線を利用する場合は、原則として鉄道警察隊が同乗警戒を行うことと

するが、事件・事故等の処理中で要請に応じることができない場合は、鉄道

警察隊以外の警察官が担当しても差し支えない。

なお、警戒時の服装は検疫所等と協議の上で、制服又は私服とすること。



(4) 搬送方法

ア 検体の搬送

(ｱ) 警ら用無線自動車等により搬送する際は、検体を携行した検疫所等の

担当職員を乗車させ、必要に応じ緊急走行により搬送すること。

(ｲ) 新幹線を利用して搬送する際は検体を携行した検疫所等の担当職員が

ＪＲ各社の指定する場所(多目的室を予定している。)に乗車するので、

警察官２人以上を乗車させ混乱等が生じた場合には対応に当たらせること。

イ 患者等の搬送

警ら用無線自動車等により、患者等の搬送業務を行う車両の先導に当た

ること。

この場合、不測の事態に対応できる感染防止資機材を着装した検疫所等

の担当職員を同乗させるなど感染防止対策を徹底した上で、必要に応じ緊

急走行により行うこと。

(5) 搬送先

ア 検体を搬送する場合

(ｱ) 一類感染症のうち、ペスト以外の検体

東京都武蔵村山市学園４丁目７番１号

国立感染症研究所村山庁舎

(ｲ) 一類感染症のうち、ペストの検体

東京都新宿区戸山１丁目23番１号

国立感染症研究所戸山庁舎

イ 患者等を搬送する場合

感染症法第６条第13項に規定する特定感染症指定医療機関（厚生労働大

臣が指定した病院）又は同条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関

（都道府県知事が指定した病院）

(6) 搬送先が県外である場合の対応

ア 警ら用無線自動車等による搬送

搬送先が県外である場合は、原則として県境で引き継ぐこととし、要請

を受理した通信指令課から関係する道県警察の通信指令課に連絡手配し、

確実に引き継がれるよう調整すること。

引き継ぎのため県境で担当職員等が乗り換えとなる場合は、乗り換えに

適した安全な場所を確保して実施すること。

イ 新幹線を利用した検体の搬送

新幹線を利用して検体を搬送する場合の同乗警戒は、原則として東京駅

まで担当すること。

管轄区域を越えて警戒に従事するので、あらかじめ同じ路線を管轄する

県警察と警察法第66条第１項の規定に基づく協議を行うこと。

３ 警察本部への報告

本通達に基づき搬送に協力した場合は、その都度、警察本部地域課宛てに要

請受理日時、要請受理内容、搬送状況、特異事項等について報告すること。

４ その他

厚生労働大臣が指定している特定感染症指定医療機関については、本県に指

定医療機関はなく（東京都、大阪府、千葉県及び愛知県に所在する４医療機関



のみ 、青森県知事が指定している第一種感染症指定医療機関については、青）

森市に所在する青森県立中央病院、隣接道県については、北海道札幌市に所在

の市立札幌病院、岩手県盛岡市に所在する盛岡市立病院、秋田県秋田市に所在

する秋田大学医学部付属病院が指定されていることから、承知されたい。

本件担当 地域課地域安全係


